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○平戸市国際交流振興事業補助金交付要綱 

平成18年３月31日 

告示第33号 

改正 平成19年１月29日告示第２号 

平成19年６月29日告示第77号 

平成20年２月18日告示第７号 

平成21年３月23日告示第９号 

平成22年６月25日告示第60号 

平成24年３月22日告示第９号 

平成25年９月30日告示第50号 

令和元年６月21日告示第12号 

令和４年９月26日告示第125号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、平戸市ひらど生き活きまちづくり事業実施規則（平成17年平戸市規

則第19号）第２条第２号に規定する友好親善を図る国際交流事業に資するため、平戸市

国際交流振興事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に

ついては、平戸市補助金等交付規則（平成17年平戸市規則第43号。以下「規則」という。）

及びこの告示の定めるところによる。 

（一部改正〔平成21年告示９号〕） 

（補助対象者） 

第２条 この告示において補助を受けようとする市民又は市内非営利団体（以下「補助対

象者」という。）は、次の各号の一に掲げる者とする。 

(1) 市が募集する友好都市等親善訪問団に参加する市民 

(2) 国際交流の推進に寄与する５人以上で組織された団体で、年間活動計画が明確であ

るもの。ただし、当該事業の実施にあたり、市から他の補助を受けていない団体とす

る。 

（一部改正〔平成21年告示９号・24年９号〕） 

（登録等） 

第３条 補助対象者は、あらかじめ平戸市国際交流振興事業登録申請書（様式第１号）及

び団体の会費等を定めた会則、規約等の書類及び団体の活動計画書を添えて、登録申請

しなければならない。ただし、前条第１号に定める補助対象者については、この限りで

ない。 

２ 前項の補助対象者は、平戸市ふれあい福祉事業補助金交付要綱（平成17年平戸市告示

第14号）、平戸市にぎわいづくり支援事業補助金交付要綱（平成17年平戸市告示第63号）、

平戸市豊かな海づくり事業補助金交付要綱（平成17年平戸市告示第78号）及び平戸市花

とみどりのふるさとづくり事業補助金交付要綱（平成18年平戸市告示第39号）に係る登

録と重複してはならない。ただし、補助事業完了後、継続的に２年以上活動を行ってい

る団体が活動の分野を広げる場合については、この限りでない。 

（全部改正〔平成19年告示２号〕、一部改正〔平成20年告示７号・令和４年125

号〕） 
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（補助対象事業及び補助額等） 

第４条 補助対象事業及び補助額は、別表のとおりとする。 

２ 同一団体に対する補助金は、別表に定める補助回数とする。ただし、国際交流事業に

おいて、団長、副団長、事務局長又は顧問として参加する場合は、この限りでない。 

（一部改正〔平成19年告示２号〕） 

（事業計画書の提出） 

第５条 補助対象者は、平戸市国際交流振興事業計画（実績報告）書（様式第２号）を次

に掲げる受付期間に市長に提出しなければならない。ただし、真に止むを得ない事情に

より、緊急に事業を実施する必要が生じた場合は、この限りでない。 

前期 ４月１日から４月末日まで 

後期 ９月１日から９月末日まで 

２ 前項ただし書により実施する場合は、事業計画書に平戸市国際交流振興事業早期着手

予定調書（様式第３号）を添付するものとする。 

（一部改正〔平成20年告示７号〕） 

（審査等） 

第６条 市長は、事業計画書の提出があったときは、当該計画に係る書類等の審査及び必

要に応じて行う現地調査等に基づき当該計画の内容を審査する。ただし、平戸市ひらど

生き活きまちづくり推進委員会規程（平成17年平戸市訓令第27号）第４条別表に掲げる

事業計画書の提出があったときは、平戸市ひらど生き活きまちづくり推進委員会（以下

「委員会」という。）の審査に付するものとする。 

２ 市長は、予算の範囲内において事業承認の可否について決定し、その結果を事業計画

書を提出した者に通知する。 

（全部改正〔令和元年告示12号〕） 

（申請に添付すべき書類） 

第７条 規則第４条の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第４号） 

(3) 事業が複数年度にわたる場合は、その全体計画書 

(4) その他事業に要する見積書及び市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第８条 規則第13条の規定による実績報告は、事業終了後速やかに市長に提出し、必要に

応じて報告会等で報告しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 実績報告書（様式第２号） 

(2) 収支精算書（様式第４号） 

(3) 事業に要した経費を証するもの 

(4) 事業の実施を証した写真 

(5) 研修にあっては、その報告書 

(6) 参加者の氏名一覧表 

(7) その他市長が必要と認める書類 
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（事後調査） 

第９条 市長は、補助金を交付した団体に対し、補助金交付の効果を把握するため事後調

査をすることができる。 

２ 補助金の交付を受けた団体は、前項に規定する調査に協力しなければならない。 

（追加〔平成19年告示２号〕） 

（その他） 

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（一部改正〔平成19年告示２号・21年９号〕） 

附 則 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年１月29日告示第２号） 

この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年６月29日告示第77号） 

この告示は、平成19年７月１日から施行する。 

附 則（平成20年２月18日告示第７号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月23日告示第９号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成22年６月25日告示第60号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成22年６月１日から適用する。 

附 則（平成24年３月22日告示第９号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年９月30日告示第50号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行し、平成25年７月13日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に改正前の平戸市国際交流振興事業補助金交付要綱（平成18

年平戸市告示第33号）第４条第２項の規定により補助を受けている団体に対する補助の

回数は、改正後の平戸市国際交流振興事業補助金交付要綱によりなされた補助の回数と

みなす。 

附 則（令和元年６月21日告示第12号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和４年９月26日告示第125号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

（全部改正〔平成25年告示50号〕） 

補助対象事業及び補助額等 

事業区分 事業内容 補助対象経費 補助回数 補助金・補助率 
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１ 国際交

流事業 

(1) 市が募集す

る友好都市等

親善訪問団に

参加する市民

に対する助成 

交通費及び宿

泊費 

１人につき３

回を限度とす

る。 

対象経費の２分の１以

内で、１人当たり20万円を

限度とする。 

(2) 文化、スポ

ーツ、経済等の

交流事業若し

くは調査研修

を行う団体に

対する助成 

交通費及び宿

泊費 

１団体につき

年１回とし、３

回を限度とす

る。 

対象経費の３分の１以

内で、１人当たり７万円を

限度とし、１団体当たり70

万円を限度とする。 

(3) 県が認める

事業で、15歳以

下の児童・生徒

を海外へ派遣

する交流事業

に対する助成 

交通費及び宿

泊費 

１人につき３

回を限度とす

る。 

対象経費の２分の１以

内で、１人当たり10万円を

限度とする。 

２ 団体育

成事業 

(1) 活動計画が

国際交流につ

ながる団体で、

団体設立後の

活動が１年未

満の団体を育

成支援するた

めの助成 

専門家謝金、専

門家交通費及

び宿泊費、消耗

品費、会場借上

料 

１団体につき

１回とする。 

対象経費の２分の１以

内で、１団体当たり20万円

を限度とする。 

３ 国際交

流活動助

成事業 

(1) 国際交流に

関係する団体

が、市内におい

て行う国際交

流活動に対す

る助成で、１年

以上継続して

行っている事

業に対する助

成。ただし、団

体設立後１年

を経過した団

体に限る。 

事業に要する

経費で市長が

認めたもの 

１事業につき

２回を限度と

する。 

１回目：対象経費の２分の

１以内で、１事業当たり

20万円を限度とする。 

２回目：対象経費の３分の

１以内で、１事業当たり

10万円を限度とする。 

４ その他 (1) 友好都市等 交通費、宿泊費１団体につき 対象経費の２分の１以
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市長が必

要と認め

る事業 

を締結する都

市との交流事

業を行う団体

に対する助成。

ただし、３年以

上継続が見込

める団体とす

る。 

及び事業実施

に必要な経費 

年１回とする。 内で、１団体当たり100万

円を限度とする。 

(2) 事業区分１

～３に該当し

ない事業で特

に市長が認め

るもの 

事業に要する

経費で市長が

認めるもの 

１事業につき

２回を限度と

する。 

対象経費の３分の１以

内で、１団体当たり50万円

を限度とする。 

備考 

１ 「友好都市等」とは、中国福建省南安市（友好都市）、オランダ王国ノールトワ

イケルハウト市（姉妹都市）及び台湾台南市（交流促進都市）の協定締結に係るも

のとする。 

２ 交通費及び宿泊費は、平戸市職員旅費支給条例（平成17年平戸市条例第45号）別

表第１の旅費額に準じるものとする。 

３ 国外における事業は、治安が保たれている国を原則とし、国間の移動に係る航空

路、航路及び陸路交通費については、市長が認める旅行代理店が見積もった必要最

低限度の運賃とする。 
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様式第１号（第３条関係） 

（一部改正〔平成21年告示９号〕） 

様式第２号（第５条、第７条、第８条関係） 

（一部改正〔平成21年告示９号〕） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条、第８条関係） 

 


